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消費者法の展開と課題

河上 正二

本稿は、消費者契約法の制定からその後４回の改正（このうち、実体法のルール改正は３回）を概

観し、これらの改正によって、消費者契約法のルールがどのように進展したのかを検討するととも

に、解釈上の課題を指摘し、さらに、解釈の限界を踏まえた今後の立法上の課題にも若干言及

するものである。

Ⅰ 消費者契約法の改正の概観

１．消費者契約法の制定

12 5 12 13 4消費者契約法は、２０００年に制定され（平成 年 月 日公布）、翌２００１（平成 ）年

月 日から施行された。1

( ) 同法制定の意義1

消費者の利益保護に資する法律は、消費者契約法制定以前（ 世紀）にも多数存在してい20

たが、その多くは、行政規制に係るものであった。民事ルールについても、例えば、旧訪問販売

法（今日の特定商取引法）におけるクーリングオフの規定などをはじめ、重要な特別ルールが存

在し、一部の特別法には契約ないし契約条項の効力に関わる規定も見られたが、これらは限定

的な対象取引についてのみ適用されるルールであり、それ以外については、消費者の権利救済

は基本的に民法に委ねられていた。

年制定にかかる消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質および量並びに交2000

渉力の格差を正面から捉え、民法の特別法として、消費者契約一般に適用される民事ルールを

設けた点で、画期的法律であり、その趣旨は消費者基本法でも展開された（同法 条）。1

( )制定時の消費者契約法の内容とその機能2

制定当初における同法の主な内容は、①事業者の不当勧誘行為により誤認または困惑した消

費者に取消権を認めること、②消費者契約における消費者の利益を一方的に害する不当条項の

無効、③ 条 項における事業者の努力義務規定であった。3 1

このうち①は、民法の錯誤・詐欺・強迫による取消しの規定（民 条・ 条）と並んで、消費者95 96

に、より緩和された要件の下で取消権を認めるというものであり、民法の詐欺または強迫による取

消しにおいては、取消権を行使する表意者の方が、詐欺・強迫が故意に基づくものであることを

主張立証する必要があると解されてきたのに対し、消費者契約法に基づく取消権の行使には、そ

のような故意は不要とされ、より客観的な事業者の行為が要件とされている点で、消費者の利益

保護に資するものである。

また、②の不当条項については、例えば、いわゆる学納金返還請求訴訟において、 月 日4 1

以前に入学辞退があった場合における大学側の学納金不返還特約は消費者契約法 条 項9 1

号により無効である旨の判断が最高裁で確定した。これにより、民法の規定に基づく請求では1

救済が困難な問題が消費者契約法に基づいて救済され得るという同法の意義が明確に認識され

ることになった。

なお、③の努力義務規定は、その努力義務に違反したことが直ちに契約の法的な効力に影響

するものではないが、従来から、契約締結過程における説明義務違反を理由とした損害賠償責

任を認める裁判例は存在したところ、３条の規定は、消費者契約における事業者の損害賠償責
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任を間接的に支える機能は果たしてきた。

( )制定時の課題3

①誤認による取消しの規定について

誤認による取消しの規定（ 条 項、 項）に関しては、4 1 2

ⅰ不実告知取消における重要事項の限定： 「重要事項」が、契約目的となる物やサービスの

内容や取引条件に関するものに限定されていたため、条文の文言に従えば、事業者が消費者の

契約の締結を必要とする事情（動機）に関して不実告知をして消費者が誤認した場合には、取消

権が認められないことになってしまう。

ⅱ不利益事実の不告知における主観的要件の問題： 事業者の「故意」の不告知とされてい

た。ここにいう「故意」は詐欺の故意とは意味が違うという前提をとってもなお、消費者にとって故

意の立証は極めて困難であるため、 条 項の機能が期待しにくい。4 2

などの問題が早くから指摘され、解釈論や立法論の展開があった。

②困惑による取消しの規定について

困惑による取消しの規定（ 条 項）に関しては、4 3

類型の限定による限界： 当初類型化されていたのは、訪問販売等で典型的に問題となってい

た、不退去型、退去妨害型の不当勧誘行為（今日の 条 項 号・ 号）だけであったため、4 3 1 2

その他の態様によって事業者が消費者を困惑させ、歪められた意思表示をさせるという場合を広

くこれらで捕捉することが難しいなどの問題が指摘された。

③不当条項規定について

ⅰ不当条項の一般規定の機能と具体的リストの不足： 不当条項の無効に関する規定につい

10ては、具体的な場面に即した規定（不当条項の具体的リスト）のほか、不当条項の一般規定が

条に当初から設けられ、 条が紛争解決に資することが期待されたが、裁判例では、 条の適10 10

用（特に後段要件）について慎重な態度をとるものが多く、司法による展開が進むという状況にな

らなかった。このこととも関わり、各地の消費生活センターでも、 条は適用基準が抽象的である10

ため、消費者の救済に十分な機能を果たせなかった。

一方、不当条項の具体的なリストを定めた規定は、 条（事業者の賠償責任の全部または8

一部免除する条項）と 条（消費者が支払う賠償額等を定める条項）だけであったため、不9

当条項の具体的リストが不足しているという指摘があった。

さらに、当初から存在する不当条項の具体的リスト（８条、 条）は、その規定の定める要件を9

満たせば無効とされるところの、いわゆる「ブラックリスト」であるが、ドイツ約款規正法（その後の債

権法改正により、今日では民法の中に挿入されている）のように、評価余地を残した「グレイリスト」

（実質的には不当条項との推定として機能する）の必要性についても、指摘されてきた。グレイリス

トは要件事実のうえでは、一定の要件に該当する消費者契約の条項であることを消費者側が主

張・立証すれば不当条項と推定され、これを覆すには、事業者の側が、それが消費者の権利を不

当に制限し又は義務を不当に加重するものではないことを反証する必要があるという構造のもの

である。

③消費者団体訴訟の必要性： 消費者被害の特徴として、多数の消費者に同種の被害が発生す

る場合が多いということから、被害の発生・拡大を防止し、また、被害の集団的な回復を図るため

の特別な手続的な仕組みが必要であることも、早くから指摘されてきた。
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２．２００６年改正の意義と概要

２００６年の改正では、消費者契約法に、適格消費者団体による差止請求制度が導入され、翌

２００７年６月７日から施行された。

( ) 同改正の意義1

消費者契約法の制定により、消費者の利益保護のための民事実体ルールが同法に導入され

たが、消費者被害の特徴として、比較的少額な被害が多数の消費者に生じるという特徴があり、

個々の消費者が自らの権利回復のために積極的な行動をとることを期待することには限界があっ

た。しかし、消費者がアクションを起こさない状態が続けば、消費者の間に同種の被害が拡大す

る。このような事態を食い止めるために、２００６（平成 ）年改正により、適格消費者団体による18

差止請求制度が消費者契約法に導入された。

従来の民法に基づく差止請求権等は、自らの権利が侵害されまたは侵害されるおそれのある

主体に認められてきたが、同改正によって導入された差止請求制度は、不特定多数の消費者の

利益保護を図るために、適格消費者団体に差止請求権等を認めるという制度であり、従来の法

的枠組みに風穴を開ける制度であった。

( )その後の消費者団体訴訟制度の発展3

ⅰ 差止請求制度の対象拡大： 適格消費者団体による差止請求制度の対象は、その後、

（平成 ）年の法改正で景品表示法と特定商取引法に拡大され、さらに （平成 ）2008 20 2013 25

年の法改正で食品表示法に拡大された。

ⅱ 集団的被害回復制度（消費者裁判手続特例法）の新設： ２００６年の消費者契約法改正に

至る検討においては既に、消費者の被害の集団的回復のための制度導入の必要性も指摘され

ていた。その点は、その後、 （平成 ）年に「消費者の財産的被害の集団的な回復のため2013 25

の民事の裁判手続の特例に関する法律」（以下、「消費者裁判手続特例法」という）が制定され

（ 年 月 日公布）、特定適格消費者団体のイニシアティブによる集団的被害回復制2013 12 11

度が新設された（令和 年には同法の一部改正も実現した）。4

ⅲ 訴訟の内外における差止請求制度の機能：適格消費者団体の差止請求制度は、その後、

10消費者契約法に基づく訴訟の中でも、重要な位置を占めるようになり、例えば消費者契約法

条に基づく請求の勝訴判決は、後の消費者契約法の実体法改正にもつながるなど、重要な役割

を果たしてきた。また、訴訟提起以前に、適格消費者団体による申入れに応じて、事業者が契約

条項の改訂を行う等の形で解決が図られたケースも多く、その意味でも重要な役割を果たしてき

た。

( )課題4

適格消費者団体の経済的基盤が十分でなく、手弁当での活動に依存しているとの問題は、当

初から課題となっていた。消費者契約法では、個別の消費者の取消権や契約条項の無効の規定

を受ける形で、差止請求制度が設けられていることから、個別訴訟と差止請求との構造的な違い

が見えにくくなっている。個別事情や消費者側の主観に係る部分は、集団訴訟ではほとんど問題

とならず、事業者の客観的な行為規制に重点があることを明確にすべきである。

３．２０１６年改正の概要

消費者契約法の実体法ルールの改正がはじめて実現したのは、２０１６年改正において

である。
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( ) ２０１６年改正の経緯1

2006消費者契約法は、施行後の状況をみながら見直しを検討することが期待されていたが、

年の改正で実現されたのは、団体訴訟制度の導入であり、実体法の改正は、いくつかの要因に

より、時期が遅れた。ひとつは、 年 月に消費者庁が発足することになり、それに関連する2009 9

法整備等の作業が急務となったこと、もうひとつの要因は、民法のいわゆる債権法改正の審議が

年秋から法制審議会で開始されたことである。民法（債権法）改正の審議の中では、消費者2009

契約法に存在する取消規定のうちの少なくとも一部は一般的ルールとして民法の中に導入すべ

きとする意見や（いわゆる不実告知など）、民法に「消費者」概念等を盛り込んで、民法の中に基

本的な消費者契約に関する特別ルールを設けるべしとの意見、民法に具体的な消費者ルールを

導入しないまでも、信義則の適用等においては消費者と事業者など当事者の格差を考慮するべ

き旨の規定を導入するべきだとする意見なども主張された。

結局、民法（債権法）改正では、消費者契約に関するルールは導入されない形で審議は終了

し、あらためて、消費者契約法の実体法ルールの改正審議が始められた。その際、検討課題は

多岐にわたったことから、早期に議論が進んだ点がまずとりまとめられて、それが 年の改正2016

につながったといえよう。

( ) ２０１６年改正の概要2

年改正法は、 （平成 ）年 月 日に公布され、公布日から 年経過後の2016 2016 28 6 3 1

（平成 ）年 月 日から施行された。同改正の主な内容は、以下のとおりである。2017 29 6 3

ⅰ 取消規定について

① 不実告知に関して「重要事項」の範囲拡大（ 条 項 号）： 例えば、いわゆる点検商法に4 5 3

おける被害のように、事業者が契約の目的物に関しない事項について不実告知をして消費者を

誤認させて契約させるといった被害事例が増加したことを背景に、 条 項に定める「重要事4 5

項」の範囲を、不実告知に関して拡大した（重要事項の限定については、当初から問題が指摘さ

れ、解釈論の展開や柔軟な解釈を示した裁判例もあったが、それらを背景にして、この改正が実

現した）。

② 過量契約取消しの規定の新設（ 条 項）： 事業者が高齢者の判断能力の低下等につけ込4 4

んで、大量に商品を購入させるという消費者被害事案（次々販売など）が増加したことを受けて、

事業者の勧誘によって消費者が締結した過量な内容の契約について、消費者に取消権が認め

られる旨の規定を新設した。

③ 取消権の行使期間の短期を 年に伸長（ 条 項）： 取消権行使の期間制限について、消1 7 1

費者契約法では、追認をすることができる時から か月、契約時から 年とされていたところ、6 5

消費者が取消原因を知ったとしても法的助言などを得て取消権を行使するに至るまでには一定

の時間を要し、取消権を行使しないまま か月を経過した被害事案がみられたことから、短期の6

期間制限を、 か月から 年に伸長した。6 1

ⅱ 不当条項の無効について

① 消費者の解除権を放棄させる条項を不当条項の具体的リストとして追加（ 条の２）：事業者8

の債務不履行によって生じた消費者の解除権を放棄させる条項を、不当条項として新設した。

② 条に前段要件の例示を追加（ 条）： 不当条項の一般的規定である 条は、❶「任意10 10 10

規定の適用による場合に比べて消費者の権利を制限し又は義務を加重する」条項であること、❷



- 5 -

「信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであること」を 段構えの要件としていると2

ころ、❶については、明文の規定だけでなく、一般的な法理等も含むと判例でも解されるに到っ

た。そこで、そのような考え方を前提に、❶の例示として、「消費者の不作為をもって意思表示をし

たものとみなす条項」が追加された。

４．２０１８年改正の概要

( )経緯1

２０１６年改正時には、今後の課題として積み残された検討課題があったが、 年改正時に2016

おける衆参両議院の委員会附帯決議も受け、引き続き、専門調査会で審議が行われ、そのとりま

とめに基づいて 年の改正が実現した。2018

( )概要2

ⅰ 取消規定について

① 困惑による取消しに関して事業者の不当勧誘行為の類型を追加（ 条 項）： いわゆる4 3

「つけ込み型」の不当勧誘被害事例を受けて、 条 項の定める困惑による取消しの規定の中4 3

に、６つの類型を追加した（❶社会生活上の経験不足を不当に利用して不安をあおる行為、❷恋

愛感情等に乗じて人間関係を濫用する行為、❸加齢等による判断力の低下を不当に利用する

行為、❹霊感等による知見を用いた告知による行為、❺契約締結前に債務の内容を実施する行

為、❻契約締結を目指した事業活動の実施による損失の補償を請求等する行為［ 年改正2022

後の 条 項 ～ 号］がそれぞれ追加された。4 3 5 10

② 誤認による取消しのうち、不利益事実の不告知の類型（ 条 項）の要件緩和： 従来は、不4 2

利益事実の「故意」による不告知が要件とされていたが、「故意または重過失」による不告知とされ

た。故意要件の立証困難のため、 条 項が十分に機能しないという問題提起を受けたもので4 2

ある。

ⅱ 不当条項の無効について

① 消費者が後見開始等の審判を受けたことのみを理由として事業者に解除権を付与する条

項を、不当条項の具体的リストとして追加した（ 条の３） ：このような契約条項は、成年後見制度8

の趣旨にも反し、消費者の利益を不当に制限する条項であり、既に裁判例もみられたことから、こ

れを不当条項の具体的リストとして追加された。

② 事業者に自分の損害賠償責任の有無や限度を決定する権限を付与し、または事業者に消

費者の解除権の有無を決定する権限を付与する条項に関する規定を追加した（ 条、 条の8 8

２）。このような決定権限を事業者に付与する条項は、実質的には、事業者の損害賠償責任を免

除する条項や、消費者の解除権を放棄させる条項として機能しうるためである。

ⅲ 事業者の努力義務規定の明確化（ 条 項）3 1

事業者の努力義務規定は、従来から 条 項に設けられていたが、それを明確化・拡充する形3 1

で、①事業者は、条項の作成にあたり、解釈に疑義が生じない明確で平易なものになるよう配慮

すべきこと、②情報の提供については、個々の消費者の知識および経験を考慮したうえで必要な

情報を提供するべきことと改正された。

( ) ２０１６年および２０１８年改正後の課題3

２度の法改正により、実体法ルールに一定の進展がみられたが、なお、重要な改正課題は残さ
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れ、 年改正時の国会附帯決議においても、複数の項目にわたって、見直しに向けた検討が2018

さらに必要である旨指摘された。

２０１８年当時に指摘された主な改正課題は、以下のとおりである。

① 「つけ込み型勧誘」のさらなる充実と「受け皿」規定の必要性： 困惑による取消しについて

は、特に２０１８年改正で多くの類型が追加されたが、各類型の要件が極めて具体的かつ限定的

であり、つけ込み型の不当勧誘行為を十分に捕捉できていない。そこで、一方で、具体的な類型

をさらに追加するとともに、他方で、具体的な類型から漏れた不当勧誘行為を適切にカバーする

ための「受け皿」規定（事業者が消費者の合理的な判断をすることができない事情を不当に利用

した場合の取消権の規定）の創設が検討されるべきこと。

② ９条（１項）１号における消費者の立証責任の緩和の必要性： ９条（１項）１号は、解除に伴う

損害賠償額の予定条項は、解除の事由、時期等の区分に応じ、同種契約の解除に伴い当該事

業者に生ずる平均的損害を超える部分を無効と定めており、この規定は、訴訟の内外で一定の

機能を果たしてきた。しかし他方で、現在の規定では、「当該事業者に生ずる平均的損害」および

「当該条項の定めがその平均的損害を超えること」の立証責任は消費者の側にあると判例では解

されてきたが、「当該事業者に生ずる平均的損害」に関する情報は、もっぱら事業者の側に偏在

しており、消費者がそれを立証するには困難である。そこで、立証責任の転換ないし緩和が、解

釈上も立法論上も主張されてきたが、 年および 年の改正では、その点についての法2016 2018

改正は実現しなかった。そこで、この点に係る消費者の立証責任を軽減する措置の検討が課題と

された。

③ 不当条項類型のさらなる追加： いわゆるサルベージ条項をはじめとして、具体的な不当条

項リストのさらなる追加が課題とされた。

④ 定型約款の事業者による表示： 年に実現した民法（債権法）改正（ 年 月 日2017 2020 4 1

施行）では、「定型約款」に関する規定が民法の中に導入されたが、そこでは、約款準備者は、相

手方が請求したときにのみ約款内容の事前開示義務を負うこととされている（民法 条の３第548

項）。しかし、一般に情報に乏しい消費者に定型約款の表示請求という行動をとることを期待す1

るのは困難であるから、消費者契約においては、約款内容の表示について、事業者により積極的

な行為義務を課すべきだとの議論があった。

５．２０２２年改正の概要

( )経緯1

年の消費者契約法改正は、直接的には 年改正時の附帯決議を受けて、あらため2022 2018

て消費者庁の検討会で検討され、それに基づいて実施された。

( )改正の概要2

ⅰ 取消規定について

困惑による取消しの新たな類型として 条 項３号・４号を追加： ❶勧誘することを告げずに4 3

退去困難な場所に同行し勧誘する行為（ 条 項 号）、❷威迫する言動を交えて、消費者の4 3 3

相談の連絡を妨害する行為（ 条 項 号）。4 3 4

号の類型を追加： 困惑による取消しとして、 条 項 号は、契約締結前に債務の内容9 4 3 9

を実施する行為を定めていたが、ここに、❸契約締結前に目的物の現状を変更して原状回復を

著しく困難にする行為が追加された（ 条 項 号）。4 3 9
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もっとも、 年改正でも、いわゆる「つけ込み型勧誘」による取消しの「受け皿」規定は設け2022

られなかった。

ⅱ 不当条項の追加について

年改正では、 条 項に不当条項の規定が新設され、消費者による損害賠償請求を困難2022 8 3

にする不明瞭な一部免責条項は無効である旨の規定が追加された（ 条 項）。8 3

ⅲ 平均的損害に関する立証責任の軽減について

条 項 号の平均的損害に係る消費者の立証責任の軽減については、明確な推定規定9 1 1

を設けるという改正には至らなかった。もっとも、立証責任を事実上緩和するための手立てとして、

解約料の算定根拠に関する事業者の「努力義務」規定が新設された（❶消費者に対する関係で

は、算定根拠の「概要」を説明する努力義務（ 条 項）、❷適格消費者団体に対する関係で9 2

は、算定根拠（営業秘密を除く）を説明する努力義務が規定された（ 条の４））。12

ⅳ 事業者の努力義務の拡充

上記触れた努力義務のほかにも、 条における事業者の努力義務が拡充された。3

例えば、勧誘時の情報提供について、消費者の知識・経験に加え、年齢や心身の状況も総合

的に考慮して情報提供すべきことが明確化された（ 条 項 号）。また、定型約款の表示請3 1 2

求権に関する情報提供が努力義務として課され（ 条 項 号）、契約締結の勧誘時だけでな3 1 3

く、解除時において解除権の行使に関して必要な情報を提供する努力義務が規定された（ 条3

項 号）。1 4

Ⅲ ２０２２年改正を経た消費者契約法の課題

このような改正を経た消費者契約法における残された課題のうち、主な点について指摘する。

① 努力義務規定（特に 条の努力義務）3

努力義務規定はどのような機能を持ちうるか。民法の信義則などと重ね合わせることで、事業

者の損害賠償責任、事業者の不意打ち的な主張の排除、契約条項の解釈などにおける機能の

可能性を示すこと。

② 不当勧誘規定について

不当勧誘類型（特に 条 項の困惑類型）が追加されたことの意義と課題を検証する必要が4 3

ある。特に 年改正および 年改正で追加された、 条 項 ～ 号では、具体的2018 2022 4 3 3 10

な被害事例が切り刻んで条文化された。しかし、このような規定を活用していくための解釈の在り

方について検討する必要がある。

③ 不当条項規定について

不当条項の一般規定については、特に後段要件について厳格な解釈が裁判所で示されてき

たことから、期待されたような法発展にはつながっていない。 条の要件についての解釈の在り10

方について検証される必要がある。また、現在の不当条項リストの在り方（グレイ・リストの導入可

能性等）についても、さらに検討されるべきである。

④ 条 項 号の平均的損害の立証責任に関して9 1 1

不当条項規定の中でも、特に 条 項 号の「平均的損害」の立証責任の在り方ないし消費9 1 1

者の立証負担の軽減については、従来から議論されてきたところであるが、 年改正におい2022

て、 条 項、 条の の規定（いずれも事業者の努力義務を定めた規定）が新設された。こ9 2 12 4

のことの意義と課題をあらためて検証する必要性は高い。
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⑤ 個別訴訟と団体訴訟（差止請求訴訟）との関係

個別訴訟において、条項解釈（広義での）による当該消費者の救済の功罪、例えば、賃貸借

契約において、壁紙・カーペット等の補修費用を賃借人（消費者）が負担する旨の条項につい

て、自然損耗分の回復費用まで消費者に負担させる旨の合意が成立したとはいえないとした判

例（最判 年 月 日判時 号 頁・判タ 号 頁）などがあり、そのような17 12 16 1921 61 1200 127

考え方は、民法の定型約款の不当条項排除規定（民法 条の２第 項）にもつながった。こ548 2

のような考え方は、特に内容的不当性だけで無効と判断されにくい場面における個別訴訟での

被害救済に活用できる可能性はある。しかし、差止請求訴訟においては、異なる考慮が必要であ

ろう（不特定多数の消費者の利益保護のため、消費者被害を未然防止）。不明確な条項の存在

によって、消費者の利益が害される危険がある。 年消費者契約法改正では、サルベージ条2022

項が追加されたが、その対象は限定的である。上記の例では、このような条項を口実にして、事

実上、賃貸人が賃借人たる消費者に費用負担を迫るケースが考えられるが、消費者契約法に新

設されたサルベージ条項（ 条 項）は、このような場面をカバーしていない。一般的な不明確8 3

準則が必要である。

⑥ 全体を通しての法創造機能

特別法なので類推適用は難しいとの議論があるが、法の趣旨を踏まえた柔軟な解釈の可能

性が求められる。

⑦ 無償契約など

無償の契約については、消費者契約法 条の定義の上では、「消費者契約」は有償無償を問2

わない。しかし、従来、主に念頭に置かれてきたのは有償契約であり、例えば、取消規定の適用

においては、不当勧誘行為の違法性、当該意思表示との因果関係（合理的な判断によらずに意

思表示がなされたこと）を推認させる事情のひとつとして、対価的不均衡が考慮されていたのでは

ないかとも考えられる。無償契約では、この点はどのように考えていくべきか。マインドコントロール

により合理的な判断が困難な事情を利用した勧誘による契約締結では、対価的不均衡を問題と

することは難しいが、少なくとも、本人の資産・収入などに照らした「過大性」などをひとつの指標

にすることができるのではあるまいか。

人間関係悪用型不当勧誘行為：事業者が勧誘目的等を告げずに消費者に近づき、人間関係

を作っていわばマインドコントロール下において、消費者に過大な負担を課し、または過大な不

利益を及ぼすような契約を締結させるという形での消費者被害は、かねてより多く発生ており、消

費者法でも、様々な対応は行われてきた（たとえば、豊田商事事件を契機とした預託法の制定と

年の抜本改正など）。2021

消費者契約法では、特に 年改正により、困惑による取消権の規定（ 条 項）の中に、2018 4 3

つけこみ型勧誘行為に関する規定を追加（特に、 年改正後の 条 項５～８号）された。2022 4 3

しかし、例えばいわゆる恋人商法にしても、霊感商法にしても、要件が極めて厳格である。

これらについては、比較法的な観点から、再度の検証が必要である。

なお、消費者庁の検討会「令和 年 月 日 霊感商法等の悪質商法への対策検討会報4 10 17

告書」 頁は、寄附の性質について検討し、贈与や信託などの「契約」に当たる場合が多いと5-6

は考えられるが、その点が争いになることも考えられることから、契約に限定に限定せずに無効・

取消しを認めることや行使期間の延長等も提案されている。将来的には、消費者契約法において
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も、同様な規範の策定が可能となることを期待したい。

＜補＞

０ 消費者法の基本理念

・情報の質・量・交渉力[等]の格差・・・・消費者基本法 条、消契法 条1 1

１ 民法・消費者契約法・特商法の関係

民 法

消費者契約法

特定商取引法 割賦販売法その他の業法

２ 消費者契約法の展開

実体法部分 手続法部分

契約締結過程 不当条項

・誤認・困惑類型 適格消費者団体

・過量販売 個別不当条項

特定適格消費者団体

<努力義務> 一般条項

・特商法化する消費者法

３ 特商法の展開

・横断的課題

クーリング・オフ

（特商 、 の 、 の 、 ①の 、割販 の の の の ）9 9 2 15 2 24 12 35 3 10-35 3 12

書面の電子化

・規制ルールの多様性

・ つの取引類型7

訪問販売・通信販売・電話勧誘販売に係る取引

連鎖販売取引・特定継続的役務提供取引・業務提供誘引販売取引

訪問購入に係る取引（ 章の ） ネガティブオプション（ 条、送りつけ商法）5 2 + 59
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４ デジタル化、少子高齢化社会での消費者法

デジタル・イノベーションの推進への対応

・インターネット接続サービスと情報通信技術( )の進歩ICT

・スマートフォンの普及

・グローバリゼーションへの対応

５ 適合性原則

近時、消費者契約法への広い意味での「適合性原理」の導入が一つの検討課題とされている

(河上「思想としての『適合性原則』とそのコロラリー(特集・適合性原則と消費者法[日本消ことは注目して良い

費者法学会第 回大会資料]」現代消費者法 号 頁以下[ ]、同「『適合性原則』の考え方を消契法に」消8 28 4 2015

。同法付帯決議においてその点の検討が要請されたばかりで費者法ニュース 号 頁以下[ ])109 4 2016

なく、高齢者の投資被害に象徴される消費者被害の救済を考えるに際して、金融分野での利用

者保護のための販売･勧誘に関するルールの柱とされる同原則の考え方に大きな期待が寄せら

れたからである。問題は、著しく過大な「投資リスク商品」への対処に限られない。消費者基本法

のプログラム規定を始め、特商法における「過量販売」や割賦販売法における「過剰与信」のよう

な「適合性原則」を具体化したルールの存在も、背後にある考え方(原理・思想)への関心を高め

た。消費者契約法の背景にある情報・交渉力の「社会構造的格差」に加え、生活者としての「個

人」の尊重への配慮の要請がこれを支えよう。

大きな課題は、その具体的規律の策定である。可能性としては、事業者の行為規制となる規

律、情報提供義務が認められる場合の提供方法の具体化、適合性原則違反でのつけ込み型勧

誘を取消事由とする規定、適合性原則違反を理由とする損害賠償責任などの規定の定立が考え

られる。 年の消費者契約法改正は、同法第 条における勧誘をするに際しての情報提供2018 3

のあり方に関して、「物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものの性質に応じ、個々

の消費者の知識及び経験を考慮した上で、････必要な情報を提供すること」との文言が追加さ

れ、第 条の困惑類型の取消事由に「社会生活上の経験の乏しさ」という文言が加えられたに止4

まったが、少なくとも「第一歩」と評すべきであろう。今後、「つけ込み型暴利行為」の重要な考慮

要素として掲げることを始め、個々の条文の中に｢適合性原則」の思想を落とし込むことも重要課

題となろうが、せめて、消費者契約法冒頭の一般条項的に「本法の適用に当たっては、消費者の

年齢・知識、経験、財産の状況及び当該商品取引契約を締結しようとする目的等に配慮しなけれ

ばならない」との一箇条を高く掲げることもまた、新時代に相応しい規範策定態度と言うべきである

ように思われる。










